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低所得子育て世帯給付金支給事業（ひとり親以外） 

及び 

北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業（ひとり親以外） 
 

≪補正予算事業名 低所得子育て世帯給付金≫ 
≪補正予算額 2,195 千円≫       財源：全額国費及び道費補助金（10/10） 

【事業費】 1,800 千円（30 人×6０千円） 

【事務費】   395 千円      
給料 310 千円、共済費 66 千円、役務費 19 千円、負担金 1,800 千円  

１．事業目的 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低

所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支

援特別給付金を支給するもの。※ひとり親世帯の給付受給者を除く。 

２．給付額  

対象となる子ども１人につき６万円 （国５万円・道１万円） 

※対象児童とは令和4年3月31日時点で18歳未満の子（児童手当対象児童及び高校生） 

・特別児童扶養手当の対象児童については20歳未満 

  ・令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象とする 

３．給付世帯原則（所得制限） 

①令和 4年度住民税（均等割）が非課税の世帯（申請が必要となる場合があります） 

②令和 4年 1月以降に家計が急変し、令和 4年度の住民税均等割が非課税であるものと同 

様の事情にあると認められるもの（必ず申請が必要となります） 

４．給付対象 

【申請不要（プッシュ型）】 

  ①令和４年４月分の児童手当の受給者 

  ②令和４年４月分の特別児童扶養手当の受給者 

【要申請】 

  ③令和４年４月分の児童手当の受給者（公務員） 

  ④令和４年５月から令和５年３月までに児童手当の新規認定又は額の改定を受けたもの 

  ⑤令和４年５月から令和５年３月までに特別児童扶養手当の新規認定又は額の改定を受 

けたもの 

  ⑥令和 4年 3月31日において、平成 16 年 4 月 2日から平成 19 年 4 月 1日までの出生し 

た子どもを養育するものまたは令和 4年 4月 1日以降に新たに当該子どもを養育する 

に至ったもの 

５．支給時期 

【申請不要（積極支給）】 

令和４年７月下旬から口座振込により支給 

【要申請】 

申請を受理後、審査したのち口座振込により支給 

６．申請期限及び給付期限 

 申請期限 令和５年３月１５日 

 給付期限 令和５年３月３１日 
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園児副食費無償化事業 

 事業費：１，２６０千円（全額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 

 

（１）目的 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、

満３歳以上教育・保育認定子どもに係る特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供（副食費の提供

に限る）に要する費用（１人当たり月額 4,500 円／一食当たり 225 円）を助成（副食費無償化）する。 

（２）対象者 

 私立認定こども園を利用する満３歳以上教育・保育認定子どもに係る教育・保育認定保護者、認可外

保育施設等を利用する３歳以上児の保護者にあって、町内に住所を有するもの。 

（３）無償化の範囲（上限額及び事業期間） 

 上限額：１人当たり月額４，５００円（1食当たり２２５円） 

 期 間：令和４年８月１日～令和５年３月３１日 

（４）助成方法 

 私立認定こども園、認可外保育施設等利用者の副食費は、利用施設に対し助成する。なお、町立保育

園利用者は、副食費を免除する。 

（５）予算対比 

 令和４年度当初予算と当初から無償化した場合の年間対比 

【当初予算】（給食費補助 1/3、保護者負担 2/3） ※認定こども園等の給食費は、保護者が直接施設側に納入。 
 

町立保育所 
認定 

こども園 

認可外 

保育施設 
合 計 内訳 

歳
入 給食費現年分 

4月～3月 
2,430,000 - - 2,430,000 

4,500 円×45 人

×12ケ月で試算 

歳
出 園児給食費補助 

4月～3月 
810,000 630,000 54,000 1,494,000 

1,500 円×83 人

×12ケ月で試算 

無償化助成 

4月～3月 
0 0 0 0 

 

歳出計 810,000 630,000 54,000 1,494,000  

 ※町の予算収支 2,430千円-1,494千円＝936千円（歳入超過）…Ａ（食材費に充当）  
【当初から無償化した場合の予算額】  

町立保育所 認定 
こども園 認可外 

保育施設 合 計 内訳 
歳
入 給食費現年分 

4月～3月 
- - - - 

保護者負担なし 

歳
出 園児給食費補助 

4月～3月 
- - - - 

保護者への補助

金なし 

無償化助成 

4月～3月 
(2,430,000) 1,890,000 162,000 4,482,000 

4,500 円×83 人

×12ケ月で試算 

歳出計 (2,430,000) 1,890,000 162,000 4,482,000  

 ※町の予算収支 4,482千円（支出増）…Ｂ  
無償化に伴う、増加経費の対比 ３，５４６千円（Ａ-Ｂ）
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令和４年度当初予算と今回補正予算の試算表 

【当初予算（Ａ）】 

 
町立保育所 

認定 

こども園 

認可外 

保育施設 
合 計 備考 

歳
入 

給食費現年分 

4月～3月 
2,430,000 - - 2,430,000 

4,500 円×45 人

×12ケ月で試算 

歳
出 

園児給食費補助 

4月～3月 
810,000 630,000 54,000 1,494,000 

1,500 円×83 人

×12ケ月で試算 

無償化助成 

4月～3月 
0 0 0 0 

 

歳出計 810,000 630,000 54,000 1,494,000  

 

【補正後の予算（Ｂ）】 

 
町立保育所 

認定 

こども園 

認可外 

保育施設 
合 計 備考 

歳
入 

給食費現年分 

4月～7月 
540,000 - - 540,000 

4,500 円×30 人

×4ケ月 

歳
出 

園児給食費補助 

4月～7月 
192,000 144,000 24,000 360,000 

1,500 円×60 人

×4ケ月 

無償化助成 

8月～3月 
- 1,152,000 108,000 1,260,000 

4,500 円×35 人

×8ケ月 

歳出計 192,000 1,296,000 132,000 1,620,000  

 

【今回補正予算（Ｂ-Ａ）】 

 
町立保育所 

認定 

こども園 

認可外 

保育施設 
合 計 備考 

歳
入 

給食費現年分 

4月～7月 
▲1,890,000 - - ▲1,890,000 

8月～3月分ま

での減額分 

歳
出 

園児給食費補助 

4月～7月 
▲618,000 ▲486,000 ▲30,000 ▲1,134,000 

8月～3月分ま

での減額分 

無償化助成 

8月～3月 
0 1,152,000 108,000 1,260,000 

8月～3月分ま

での無償化分 

歳出計 ▲618,000 666,000 78,000 126,000  
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江
差

ふ
る
さ
と
盆

踊
り
伝

承
事

業
費

【
１
，
４
６
５
千

円
】

（
全

額
臨

時
交

付
金

）

※
江

差
町

民
芸

団
体

連
絡

協
議

会
へ

補
助

金
交

付

■
開
催
日
時

令
和
４
年
８
月
２
３
日
（
火
）
予
定

午
後
５
時
３
０
分
～
午
後
８
時
３
０
分

■
開
催
場
所

開
陽
丸
駐
車
場

■
実
施
内
容

盆
踊
り
、
生
唄
に
よ
る
北
海
道
民
謡
等

の
披
露

ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
、
飲
食
店
出
店

■
感
染
対
策

・
マ
ス
ク
の
着
用
な
ど
参
加
者
各
自

の
感
染
対
策
の
徹
底
。

・
こ
ま
め
な
消
毒
対
応
。

・
踊
り
の
間
隔
を
空
け
て
実
施
。

・
入
場
ゲ
ー
ト
を
一
か
所
に
制
限
。

■
事
業
費
内
訳

装
飾
リ
ー
ス
、
音
響
・
電
気
工
事
・

会
場
設
営
費
、
誘
導
警
備
費
な
ど

江
差
ふ
る
さ
と
盆
踊
り
伝
承
事
業

〈
追
分
観
光
課
〉

日
本

の
文

化
の

ひ
と
つ
で
あ
る
「
盆

踊
り
」
や

町
の

宝
で
あ
る
「
江

差
追

分
」
を
は

じ
め
と
し
た
「
北

海
道

民
謡

」
を
後

世
に
伝

え
る
活

動

の
一

環
と
し
て
開

催
す
る
と
同

時
に
、
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
を
実

施
し
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
で
の

町
民

の
交

流
や

地
域

の
活

性
化

な
ど
に
繋

げ
る

た
め
３
年

ぶ
り
に
「
江

差
ふ

る
さ
と
盆

踊
り
」
を
開

催
す
る
。

ま
た
、
会

場
の

密
を
避

け
江

差
追

分
会

館
か

ら
よ
り
広

い
開

陽
丸

の
駐

車
場

へ
変

更
す
る
な
ど
、
安

心
安

全
に
開

催
と
す
る
た
め
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
臨

時
交

付
金

を
活

用
し
て
感

染
対

策
を
講

じ
る
。

【
実

施
主

体
：
江

差
町

民
芸

団
体

連
絡

協
議

会
】

事
業
の
内
容
等

江
差
ふ
る
さ
と
盆
踊
り
会
場
イ
メ
ー
ジ
図
（
開
陽
丸
駐
車
場
）
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江
差
追
分
会
各
種
事
業
実
施
す
る
た
め
の
感
染
対
策
事
業
費
【
４
，
３
０
３
千
円
】
（
全
額
臨
時
交
付
金
）

※
江
差
追
分
会
へ
補
助
金
交
付

①
江
差
追
分
全
国
大
会

【
9
月

1
6
日
（
金
）
～

9
月

1
8
日
（
日
）
】

■
事
業
費
（
感
染
対
策
費
）

２
，
４
４
２
千
円

■
事
業
内
訳

マ
イ
ク
消
毒
対
策
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
イ
ブ
中
継

消
毒
等
物
品
購
入
な
ど

②
江
差
追
分
セ
ミ
ナ
ー

【
夏
季

8
月
（
2
日
間
）
、
秋
季

1
1
月
（
3
日
×

2
週
）
、
冬
季

2
.3
月
（
3
日
×

3
週
）
】

■
事
業
費
（
感
染
対
策
費
）

１
，
５
４
５
千
円

■
事
業
内
訳

会
場
借
上
（
広
い
会
場
）
、
マ
イ
ク
等
の
借
上

③
江
差
追
分
会
師
匠
会
研
修
会

【
秋
季

1
1
月
、
冬
季

2
.3
月
】

■
事
業
費
（
感
染
対
策
費
）

３
１
６
千
円

■
事
業
内
訳

会
場
借
上
（
広
い
会
場
）

江
差
追
分
保
存
伝
承
事
業

〈
追
分
観
光
課
〉

江
差
追
分
会
が
実
施
す
る
江
差
追
分
全
国
大
会
な
ど
各
種
事
業
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
を
講
じ
安
心
安
全

に
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
差
追
分
会
に
対
し
補
助
す
る
こ
と
で
観
光
振
興
及
び
江
差
追
分
振
興
な
ど
地
域
文
化
の
普
及
、

保
存
伝
承
が
図
ら
れ
る
。

【
実
施
主
体
：
江
差
追
分
会
】

事
業
の
内
容
等

江
差
追
分
全
国
大
会
の
様
子

江
差
追
分
セ
ミ
ナ
ー
の
様
子
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令和４年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 活用事業（個表） 
 

１ 事業名 学校給食費完全無償化事業（小学校・中学校） 

２ 国の経済対策との関係 ③-Ⅰ-５．生活・暮らしへの支援 
 

３事業の概要  

(1) 目的・効果 

新型コロナウイルス禍により影響を受けた子育て世帯の経済的負担を軽減することで、児童生

徒の健全な育成を支援するとともに、家庭生活の向上を図り、安心して子どもを産み育てやすい環

境を創出する。 

(2) 事業期間  令和４年８月１日～令和５年３月31日 

(3) 補助対象者 

町立小学校・中学校に通学する児童生徒の保護者で、町内に住所を有する者。 

ただし、次のいずれかに該当する者を除く。 

① 生活保護法に規定する教育扶助の支給を受けている者 

② 江差町就学援助費支給要綱に規定する学校給食費の支給を受けている者 

(4) 補助率  10分の10（学校給食費の全額） 

ただし、江差町特別支援教育就学奨励費支

給要綱に規定する学校給食費の支給を受けて

いる者は、負担すべき学校給食費から当該奨

励費を控除した額を交付（学校給食費の1/2）

する。 

(5) 実施方法 

保護者が、学校長へ補助金の交付申請、請

求、受領及び学校給食費の支払い等一切の権

限を委任する手法とする。 

右図【事業体系】のとおり 

 

４ 事業費（補正予定額） ９，１２４千円（全額臨時交付金） 
 

５ 経費内訳  

(1) 通常学級 ：  児童163人×補助金月額＠4,000円×８か月＝5,216千円 

生徒 89人×補助金月額＠4,800円×８か月＝3,418千円 

合計252人               ＝8,634千円 

(2) 特別支援級：  児童 15人×補助金月額＠2,000円×８か月＝  240千円 

生徒 13人×補助金月額＠2,400円×８か月＝  250千円 

合計 28人               ＝  490千円 

(3) 総合計  ：児童生徒280人               ＝9,124千円 

 

６ 町の学校給食費支援事業費の実績と将来推計              （単位：千円、人） 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

児童生徒数 550 521 497 463 434 401 378 345 339 324 308 

給食費補助 
対象者 346 322 301 345 342 312 285 280 277 262 246 

金額 6,043 5,771 5,578 6,174 5,588 5,130 5,097 10,641 13,643 12,970 12,241 

就学援助費 

就学奨励費 

対象者 120 111 107 96 82 80 81 78 71 68 64 

金額 4,049 4,036 4,253 3,690 2,549 2,970 3,012 3,152 3,160 3,073 3,006 

給食費支援 

合計 

対象者 466 433 408 441 424 392 366 358 348 330 310 

金額 10,092 9,807 9,831 9,864 8,137 8,100 8,109 13,793 16,803 16,043 15,247 

※ 給食費補助の１か月当たり補助金額は、H27～H29が「小学校1,200円・中学校1,400円」、H30～R4.7が「小

学校1,400円・中学校1,700円」の実績。R4の給食費補助には、改正前補助金額の計1,517千円が含まれる。 
 

担当課 学校教育課 予算措置 令和４年第５回（７月27日）臨時会 
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江差町地域公共交通活性化協議会負担金事業 概要 

 

１．趣 旨 

（１）地域にとって望ましい持続可能な公共交通のあり方を示す「江差町地域公共交通計画（以下「計画」

という。）」を策定するため、令和３年度より「江差町地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」とい

う。）」を設置し計画策定に向けた各種調査等を実施。 

（２）今般、計画策定に係る取り組みの一つとして、町と包括連携協定を締結しているサツドラホールディ

ングス株式会社（以下「サツドラＨＤ」という。）との連携により、新たな交通サービス「オンデマンド

バス」の導入により、地域公共交通及び地域経済の維持・活性化を図る「江差マース（ＭａａＳ）」の実

装化に向けた実証実験を、協議会を主体に実施するため、同実験に要する事業費を追加補正するもの。 

（３）なお、「江差マース」実証実験の実施にあたっては、国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補

助金（共創による地域交通形成支援事業）」（以下「国庫補助金」という。）を活用することとし、同実験

の事業費の財源には今回補正する町からの負担金のほか、一部に国庫補助金を充当する。 
 

２．江差マース実証実験 

（１）「江差マース」の実装化に向け、サツドラＨＤを主体に行われた前年度の実証実験では、令和４年２月

の１カ月間にて町内の「公共交通空白地域」の一つである「新栄町、豊川町、愛宕町、東山、桧岱、中

歌町の居住エリア」と「上町商店街地区を中心とした経済エリア」間をつなぐ「オンデマンドバス」の

実証運行（無償）を実施し、住民からは取り組みの継続を望む声が多数寄せられるなど、一定の効果が

見られたところ。 

（２）今年度、協議会を主体に、有償化・対象地域の拡大など実証内容のさらなる充実化を図りながら、住

民ニーズ及び事業の採算性について検証するため、「オンデマンドバス」の実証運行（有償）を実施。 

（３）有償による実証運行の実施にあたっては、協議会において関係者間での協議・合意を得た上で、道路

運送法第78条に基づく「自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）」の登録を、町を実施主体として

行っていき、当該運行業務を町内交通事業者（函館バス㈱・㈲桧山ハイヤー）に委託する運用を想定。 

 

３．国庫補助金 

（１）国庫補助金の補助率は2/3で、協議会に対して直接交付される。 

（２）「江差マース」実証実験について、令和４年６月 30 日付けで国庫補助金の補助対象事業に採択され、

７月中に交付決定される見通し。 

（３）国庫補助金は、事業費の確定後の精算払いとなることから、事業完了後、国庫補助金を含む負担金の残

額分については町へ戻入する。 

 

４．自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送） 

   町を実施主体とする「自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）」で発生する、運行業務委託費等の事

業費については「オンデマンドバス実証運行事業」により計上。 

 

５．事業費 

① 補助対象経費  ２１，０７３千円  

② 運賃収入(見込)     １３７千円 

③ 差額(①-②)    ２０，９３７千円 

④ 補助予定額(2/3) １３，９５８千円 

⑤ 町負担額(③-④)   ６，９７９千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①内訳 ・基礎調査データ収集・分析等に要する経費 7,148千円

・配車予約システム等の構築に要する経費  8,778千円

・実証運行に要する経費（広報費等含む）  5,147千円 

国土交通省 

交通事業者 

江差町 

協議会 

国庫補助金 

交付決定・支払い 

運行業務等 

委託 

負担金 

支出 

運行費用 

補助 

運賃 

収入 

補助事業スキーム 
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オンデマンドバス実証運行事業 概要 

 

１．趣 旨 

（１）地域にとって望ましい持続可能な公共交通のあり方を示す「江差町地域公共交通計画（以下「計画」

という。）」の策定に係る取り組みの一つとして、町と包括連携協定を締結しているサツドラホールディ

ングス株式会社（以下「サツドラＨＤ」という。）との連携により、地域公共交通及び地域経済の維持・

活性化を図る「江差マース（ＭａａＳ）」の実装化に向けた実証実験を、江差町地域公共交通活性化協議

会（以下「協議会」という。）を主体に実施する。 

（２）「江差マース」実証実験では、既存の公共交通を補完する新たな交通サービス「オンデマンドバス」の

導入を目指す、有償による実証運行を実施する。 

（３）有償での実証運行にあたっては、道路運送法（以下「法」という。）に基づく組織である協議会による

関係者間の協議・合意を得た上で、法第 78 条に基づく「自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）」

の登録を、町を実施主体として行い、実施していく。 

（４）当該運行業務については、運行面での安全確保にノウハウのある町内交通事業者（函館バス㈱・㈲桧

山ハイヤー）に対して委託することとし、当該運行に要する経費を町が負担する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．江差マース 

（１）「江差マース」の実装化に向け、サツドラＨＤを主体に行われた前年度の実証実験では、令和４年２月

の１カ月間にて町内の交通空白地域の一つである「新栄町、豊川町、愛宕町、東山、桧岱、中歌町の居

住エリア」と「上町商店街地区を中心とした経済エリア」間をつなぐ「オンデマンドバス」の実証運行

（無償）を実施し、住民からは取り組みの継続を望む声が多数寄せられるなど、一定の効果が見られた。 

（２）今年度、協議会を主体に、有償化・対象地域の拡大など実証内容のさらなる充実化を図りながら、実

装化に向け住民ニーズ及び事業の採算性について検証していくため、国土交通省が公募する「共創によ

る地域交通形成支援事業（共創モデル実証プロジェクト）」へ応募した結果、令和４年６月30日付けで

選定事業に採択されたところ。 

 

３．事業費 

 ５，０４４千円（全額一般財源） 【内訳】需用費            524千円（消耗品費・燃料費） 

委託料      3,820千円（運行・電話予約受付業務） 

使用料及び賃借料  700千円（運行車両レンタル料金） 

  ※ 事業完了後、事業費が確定次第、協議会からの補助金及び自家用有償旅客運送における運賃収入に 

よる財源更正を行う。 

 

 

 

国土交通省 

交通事業者 

江差町 

協議会 

国庫補助金 

交付決定・支払い 

運行業務等 

委託 

負担金 

支出 

運行費用 

補助 

運賃

収入

補助事業スキーム 

＜自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）＞ 

●過疎地域等における交通空白地において、住民の日常生活に 

おける移動手段を確保するため、国土交通大臣の登録を受けた 

市町村が実施主体となり、住民等の輸送を行うもの。 

（※ 協議会そのものが実施主体となることは不可） 

 

●より安全な交通サービスの提供を行うため、一般旅客自動車 

運送事業者（バス・タクシー事業者）が市町村からの委託を受 

けて、ノウハウを活用し運行管理等を担う「事業者協力型」に 

よる自家用有償旅客運送を行うことが可能。 

地域公共交通活性化協議会

実施主体：市町村 

国土交通省（運輸支局）

関係者間での協議・合意 

登録申請 
登録の実施 

～ 登録までの流れ ～ 
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地先種（ｳﾆ･ｱﾜﾋﾞ･ﾅﾏｺなど）
・地先の種苗放流は、ウニ・アワビが主流であったが、単価の高いナマコへの期待が高まり種苗の生産・放流
事業を強化。
・江差産ナマコは、肉厚感、イボ立ちの良さなどから全国でもトップクラスの評価。
・2020年4月、檜山海参（hiyama haishen）として特定農林水産物等（日本地理的表示ＧＩ）として登録さ
れブランド化。
広域種（ﾋﾗﾒ･ｻｹ･ﾆｼﾝなど）
・ＪＦひやまと沿岸自治体が一体となり稚魚の放流事業を展開するも飛躍的な水揚げには至っていないのが
現状。
・放流事業における資源造成効果などの検証が必要。
養殖業（ﾏｽ･ｻｹなど）
・厳しい自然環境のなか、ホタテ貝やカキ等の二枚貝類やコンブなどの養殖に適した静隠域が少ない。
・一方、熊石地区において、2019年より漁港を活用したトラウトサーモンの海面養殖の実証実験を開始。
・安定した生産を見込める養殖業に対する評価や関心が高まっており、新たな漁業モデルとしての取組を視
野に検討。

本町の栽培漁業の現状と発展可能性

豊かな前浜づくりプロジェクト（略称：ハマプロ）
～つくり・育てる漁業を核とした地域経済の好循環の実現を目指して～

（企業版ふるさと納税活用事業）

江差町まち・ひと・しごと創生寄付金（企業版ふるさと納税）を活用した事業の展開

□ トラウトサーモンの海面養殖事業の推進
＜補正予算額：2９，３７４千円＞
◇財源構成
【道補助 9,945千円 一般財源 13,000千円
江差町企業版ふるさと納税地方創生基金取崩 6,429千円】
＜事業概要＞
◇実施主体 江差地域漁業振興実証計画地域協議会

（事務局：ひやま漁業協同組合）
◇事業費 旅 費： 172千円

補助金：２９，２０２千円（10/10補助）
◇事業内容
・海面養殖施設の製作、設置
・ＩＣＴ（水温計・水中カメラ・自動給餌機）の導入
・養殖稚魚数 2,000尾
・餌料、プレハブ設置経費等

＜ＳＤＧＳとの関連性＞

ＳＣＢふるさと応援団（信金中金の企業版ふるさと納税）スキーム

・民間企業（生産・流通団体、外部有識
者等）との連携による種苗生産から流
通までのバリューチェーンを構築。

・需要に応じた加工・販売などのマー
ケットイン型増養殖事業の展開により、
採算が見込める事業経営の促進。

・町内の飲食店等への販売（地産地消）
や、ふるさと納税返礼品・Webショップ
等（地産外商）を通じた地域経済の好
循環の実現。

＜所管課：産業振興課＞
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江差町文化会館非常用発電機充電装置改修工事 

【社会教育課社会教育係】

 

■事業概要 

江差町文化会館の非常用自家発電については、これまで動作不良について耐用年数を迎

えるバッテリーの老朽化による影響が指摘されていたことから、令和 3 年度 3 月定例会で

予算補正を行い、令和 4年 4月に交換を行ったところであるが、その後、バッテリーへの充

電を行う際に充電装置の不具合により自動制御も機能せず発電機が停止してしまう状況に

あることが判明し、定期点検においても指摘されたもの。 

 文化会館は指定避難所として災害時に本部機能や多くの避難受入れを行う重要な施設で

あり、常時体制を整えておくことが必要であることから、緊急的に充電装置の改修を行い機

能の回復を図る。 

 【改修内容】 非常用発電機充電装置の交換 

 

■事 業 費  １，２３７千円 

 

■工事期間  約１ヵ月～１ヵ月半 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修箇所：充電装置 

正面 側面 
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